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新潟市：R5移行準備事業開始（予定）

新潟市：R4移行準備事業

新潟市：R4移行準備事業　　　　　　　　　　　 　　
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新
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重層的支援体制整備事業実施計画の策定

市町村は、本事業を適切かつ効果的に実施するため、「重層的支援体制整備事業

実施計画」を策定するよう努めることとしている。（社会福祉法第106条の５）

分野別計画との関係

○重層事業実施計画は、地域福祉計画に定める

「包括的支援体制の整備に関する事項」のうち、

重層事業に関する具体的な計画を定めるもので

ある。

※分野別計画の内容との整合性が求められる。

○新潟市では、令和６年度からの重層事業実施に

向け、「新潟市地域福祉計画」に内包する形で、

令和５年度に重層事業実施計画の策定を予定

している。

（図：厚生労働省作成資料より）
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重層的支援体制整備事業 連携通知対象施策一覧

令和3年3月29日付

・ひきこもり支援 ・自殺対策

・児童福祉制度・DV被害者支援施策等

・公共職業安定所等 ・シルバー人材センター

・生涯現役促進地域連携事業

・水道事業 ・保護観察所等

・地域定着促進事業

・教育施策 ・子供・若者育成支援施策

令和3年3月31日付

・高齢者向け施策 ・障害保健福祉施策

・子ども・子育て支援施策

・生活困窮者自立支援制度

・生活保護制度

・成年後見制度利用促進に係る取組

・社会福祉協議会及び民生委員・児童委員等

令和3年4月1日付

・地域若者サポートステーション事業

令和3年10月1日付

・消費者安全確保地域協議会制度

・地域力創造施策

令和3年12月1日付

・地方創生施策

令和4年3月1日付

・農林水産施策

（令和4年9月5日時点）

令和4年6月30日付

・地域循環共生圏に関する施策

（令和4年12月1日時点）
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